
目

次

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
一

○
都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（
事

務

局
）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
（

同

）
…
四

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（

同

）
…
四

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
売
買
）

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
者

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

工
藤
清
司

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
樽
沢
上
野

163番
1

林
久
利

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
下
十

川
扇
田

230番
2

齋
康
広

弘
前
市

弘
前
市

原
ケ
平
山
中

39番
12
ほ
か
６

筆

木
村
陽
生

弘
前
市

弘
前
市

三
和

下
恋
塚
59番

石
岡
人
志

弘
前
市

弘
前
市

小
沢

沢
田

15番
1
ほ
か
４

筆

齋
藤
峰
一

弘
前
市

弘
前
市

小
金
崎
留
岡

47番
ほ
か
１

筆

齋
康
広

弘
前
市

弘
前
市

小
沢

山
崎

75番

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第18号令和８年３月23日 月曜日

号
外
第
十
八
号

令
和
八
年三

月
二
十
三
日

（
月
曜
日
）



石
田
健
作

弘
前
市

弘
前
市

清
野
袋

一
丁
目

4番
5

ほ
か
１

筆

相
馬
司

弘
前
市

弘
前
市

大
沢

西
前
田
9番
1

ほ
か
１

筆

合
同
会
社
戸
澤

農
場

弘
前
市

弘
前
市

独
狐

笹
元

21番
ほ
か
５

筆

大
瀬
毅

弘
前
市

弘
前
市

船
水
一

丁
目

8番
6

ほ
か
１

筆

田
村
武
勝

弘
前
市

弘
前
市

葛
原

大
柳

329番
8

前
田
龍
一

弘
前
市

弘
前
市

鼻
和

岩
井

222番
1
ほ
か
１

筆

前
田
龍
一

弘
前
市

弘
前
市

鼻
和

岩
井

249番

石
田
健
作

弘
前
市

弘
前
市

清
野
袋
岡
部

335番
ほ
か
３

筆

千
葉
大
地

弘
前
市

弘
前
市

松
木
平
西
ノ
神
86番

ほ
か
１

筆

須
藤
祥
太

弘
前
市

弘
前
市

大
森

勝
山

101番
3

佐
藤
光
義

平
川
市

平
川
市

金
屋

上
早
稲

田
165番

2
69

村
上
輝
昭

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

中
野
目
前
田
西
166番

田
澤
正
則

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
豊
蒔

赤
田

134番
4

田
澤
秋
雄

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
諏
訪
堂
村
岡

56番
ほ
か
２

筆

田
澤
昌
直

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
諏
訪
堂
村
岡

59番
ほ
か
２

筆

菊
地
孝
則

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
畑
中

北
原

78番

小
野
光
明

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
前
田
屋

敷
北
佃

58番
5

増
田
金
雄

つ
が
る
市

北
津
軽
郡

鶴
田
町

妙
堂
崎
平
沼

41番

相
川
勇

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

中
野

種
岡

66番
1

後
沢
学

十
和
田
市

十
和
田
市
赤
沼

下
平

369番
ほ
か
１

筆

小
山
田
繁
博
十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

上
川
原
249番

長
根
岳
大

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

樋
口

78番
29

1
ほ
か
１

筆

長
根
岳
大

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

樋
口

78番
72

3

斗
沢
信
一

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

千
刈
田
2番
16

ほ
か
３

筆

野
月
誠

十
和
田
市

十
和
田
市
沢
田

新
屋
敷
253番

ほ
か
１

筆

山
崎
伸
哉

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
千
歳
森
404番

都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可

む
つ
都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
三
月
六
日
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
二

十
八
号
で
告
示
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

む
つ
都
市
計
画
道
路
事
業
（
一
・
五
・
一
号
む
つ
横
浜
線
）

二

施
行
者
の
名
称

青
森
県

三

事
務
所
の
所
在
地
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

令
和
三
年
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
八
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
上
北
郡
横
浜
町
字
林

尻
、
字
夷
ケ
沢
平
、
字
大
豆
田
、
字
家
ノ
前
川
目
及
び
字
鶏
ケ
唄
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変

更
す
る
。

２

使
用
の
部
分

令
和
三
年
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
八
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
字
大
豆
田
を
削
り
、
上

北
郡
横
浜
町
字
林
尻
、
字
夷
ケ
沢
平
、
字
家
ノ
前
川
目
及
び
字
鶏
ケ
唄
地
内
に
お
い
て
事
業
地

を
変
更
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

立
憲
民
主
党
青
森
県

第
１
区
総
支
部

（
藤
田

誠
）

代

表

者

藤
田

誠

升
田

世
喜
男

令
和八･
一･二〇

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

立
憲
民
主
党
青
森
県

第
２
区
総
支
部

（
高
畑

紀
子
）

代

表

者

高
畑

紀
子

松
尾

和
彦

八･
一･二〇

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

全
国
旅
館
政
治
連
盟

青
森
県
支
部

（
福
士

圭
介
）

会
計
責
任
者

木
村

知
紀

吉
田

直
哉

令
和七･一〇･三一

山
内
卓
後
援
会

（
今

正
樹
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
尻
内

字
蛇
ノ
沢
一
一

八
戸
市
青
葉
一
丁

目
一
八
の
一
六

八･
二･二五

会
計
責
任
者

山
内

文
子

山
内

正
孝

七･一一･二七

橋
本
隆
春
後
援
会

（
田
村

七
郎
）

代

表

者

田
村

七
郎

橋
本

兼
蔵

八･
二･一〇

会
計
責
任
者

佐
藤

幸
洋

小
泉

悦
治

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
小
林

恭
）

代

表

者

小
林

恭

五
十
嵐

将
智

八･
二･二四

長
根
岩
夫
後
援
会

（
浜
浦

重
雄
）

代

表

者

浜
浦

重
雄

権
代

清
美

八･
二･二七

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治
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政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

山
内
正
孝
後
援
会

山
内

文
子

令
和
七･一一･二七

戸
田
ま
も
る
後
援
会

佐
々
木

正
昭

七･一二･三一

希
山
会

山
内

卓

八･
二･二五

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

山
内

卓

希
山
会

令
和
八･
二･二五

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

令
和
八
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る

数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
六
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
〇
、
三
四
四

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
二
七
、
一
四
六

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
六
五
二

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

四
、
五
三
九

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
一
一
一

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
八
一
九

人

上
北
郡
選
挙
区

二
五
、
六
四
五

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
七
、
三
〇
八

人

青
森
市
選
挙
区

七
五
、
四
九
四

人

弘
前
市
選
挙
区

四
六
、
〇
二
三

人

八
戸
市
選
挙
区

六
〇
、
九
五
七

人

黒
石
市
選
挙
区

八
、
七
三
四

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
七
、
一
九
四

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
六
、
三
七
八

人

三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
三
五
一

人

む
つ
市
選
挙
区

一
八
、
七
四
六

人

つ
が
る
市
選
挙
区

八
、
三
四
〇

人

平
川
市
選
挙
区

一
〇
、
七
七
〇

人

人

事

委

員

会
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、

「
お
い
て
も
」
を
「
つ
い
て
も
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
」

を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
（
以
下
「
駐
車
場
等
」
と

い
う
。
）
を
変
更
し
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
」
に
、
「
額
に
」
を
「
額
若

し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
に
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
よ
る
届
出
」
の
下
に
「
（
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
提

示
」
の
下
に
「
又
は
第
十
四
条
に
定
め
る
駐
車
場
等
た
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
及
び
駐
車
場

等
の
料
金
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
第
二
号
中
「
額
以
上
」
を
「
額
（
駐
車
場
等
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
利
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
に
同
条
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
以
上
」
に
、
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同

条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
額
未
満
」
を
「
額
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
額
に
同
条
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
未
満
」
に
、
「
同
項
第
二

号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
駐
車
場
等
の
要
件
）

第
十
四
条

条
例
第
十
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

勤
務
公
署
の
周
辺
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
決
定
し
、
若
し
く
は
改
定
す
る
手
当
額
の

基
礎
と
な
る
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
経
路
上
に
あ

る
交
通
機
関
の
駅
、
停
留
所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
使
用
す
る
施
設
（
自
転
車
以
外
の
自
動
車
等
の
駐
車
の

た
め
の
部
分
と
、
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施
設
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
自
転

車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。

三

そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族

に
料
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
施
設
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る

施
設
で
な
い
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
の

状
況
、
職
員
の
事
情
等
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
著
し
く
不

適
当
で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
職
員
）

第
十
五
条

条
例
第
十
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
第
八
条
の
四
第
二
号
に

掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
）

第
十
六
条

条
例
第
十
条
第
四
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
五
千
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
五
千
円
）
と
す
る
。

一

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
料
金
の
額

ロ

駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
つ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が
二

以
上
の
月
に
わ
た
る
場
合

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

人
事
委
員
会
が
定
め
る
額

二

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合

そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額

第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
九
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
十
条
第
五
項
」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
、
「
除
く
。
）
及
び
」
を
「
除
く
。
）
、
」
に
、

「
合
計
額
）
の
」
を
「
合
計
額
）
及
び
条
例
第
十
条
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
条
第
六
項
」
を
「
第
十
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車
場
等
を
変
更
し
、
駐
車
場
等

の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
」
に
、
「
額
に
」
を
「
額
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
に
」
に
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改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
条
第
六
項
」
を
「
第
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
項
又
は
第
四
項
」
を
、
「
定
期
券
」
の
下

に
「
、
第
十
四
条
に
定
め
る
駐
車
場
等
た
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
及
び
駐
車
場
等
の
料
金
を

証
明
す
る
書
類
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
八
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
（
第
八
条
の
二
関
係
）
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片
道
の
自
動
車
等
の
使
用
距
離

額

５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
10キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

2,200円

10キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
15キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

5,000円

15キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
20キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

7,700円

20キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
25キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

10,500円

25キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
30キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

13,300円

30キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
35キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

16,100円

35キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
40キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

18,900円

40キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

21,700円

片
道
の
自
動
車
等
の
使
用
距
離

額

４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

1,700円

６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

2,600円

８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
10キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

3,900円

10キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
12キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

5,200円

12キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
14キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

6,500円

14キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
16キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

7,800円

16キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
18キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

9,100円

18キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
20キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

10,400円

20キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
22キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

11,800円

22キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
24キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

13,100円

24キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
26キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

14,400円

26キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
28キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

15,700円

28キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
30キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

17,000円

30キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
32キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

18,300円

32キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
34キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

19,600円

34キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
36キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

20,900円

36キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
38キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

22,200円

38キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
40キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

23,600円

40キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
42キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

24,900円

42キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
44キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

26,200円

44キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
46キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

27,500円

46キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
48キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

28,800円

48キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
50キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

30,100円

50キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
52キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

31,400円

52キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
54キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

32,700円

54キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
56キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

34,000円

56キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
58キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

35,300円

58キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
60キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

36,700円

60キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
62キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

38,000円

62キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
64キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

39,300円

64キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
66キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

40,600円

66キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
68キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

41,900円

68キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
70キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

43,200円

70キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
72キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

44,500円

72キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
74キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

45,800円

74キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
76キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

47,100円



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
か
ら
駐
車
場
等
を
利
用
し
て
い
る
職
員
の
届
出
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場
等
（
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
八
号
）
第
二

条
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七

号
）
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
職
員
で
あ
っ
て
、
引

き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
施
行
日
に
お
い
て
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具

備
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
ー
四
四
（
通
勤
手
当
）
第
三
条
の
規
定

の
例
に
よ
り
、
そ
の
実
情
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一

日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
北
海
道
札
幌
市
の
項
中
「
三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
を
「
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
に
、
同

表
宮
城
県
多
賀
城
市
の
項
中
「
九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
を
「
八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
に
、
同
表
宮
城

県
仙
台
市
の
項
中
「
七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
を
「
八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
に
、
同
表
愛
知
県
名
古
屋

市
の
項
中
「
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
を
「
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
に
、
同
表
福
岡
県
福
岡
市
の

項
中
「
九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
を
「
八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

（ ）7 青 森 県 報 号外第18号令和８年３月23日 月曜日
76キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
78キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

48,500円

78キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
80キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

49,800円

80キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
82キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

51,100円

82キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
84キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

52,400円

84キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
86キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

53,700円

86キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
88キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

55,000円

88キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
90キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

56,300円

90キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
92キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

57,600円

92キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
94キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

58,900円

94キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
96キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

60,200円

96キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
98キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

61,600円

98キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
100キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

62,900円

100キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

64,200円



２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
か
ら
そ
の
翌
日
に
か
け
て
改
正
前
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一

六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
第
二
条
第
一
号
の
勤
務
に
該
当
す
る
勤
務
を
し
た
場
合
に
お

け
る
当
該
勤
務
に
係
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
十

二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
年
額
百
五
十

万
円
以
上
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（ ）8青 森 県 報 号外第18号令和８年３月23日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


